
                
（お知らせ） 

令和６年１０月４日 

防 衛 省 

 

 

在レバノン共和国邦人等輸送の実施について 

 

１ 現下のレバノン情勢に鑑み、１０月３日、外務大臣から、防衛大臣に

対し、自衛隊法第８４条の４に基づき、同国に滞在する邦人等の輸送に

ついて依頼がありました。これを受け、同日、防衛大臣から、在レバノ

ン共和国の邦人等の輸送を実施することを命じました。 
 

２ 本命令を受け、ヨルダンで待機していた航空自衛隊のＣ－２輸送機は、

本日（４日）、レバノンへ移動し、１６名の邦人等（注）とともに、ヨ

ルダンに到着しました。 

 

（注）邦人１１名及びその外国籍の御家族１名、並びにフランス人４名の

計１６名 

 

３ 航空自衛隊のＣ－２輸送機については、当面、必要な待機態勢を維持

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


